
 2025年1⽉24⽇ 
⼀般社団法⼈ ⽇本難病看護学会 
代議員 各位 

⼀般社団法⼈⽇本難病看護学会 選挙管理委員会 

⼀般社団法⼈⽇本難病看護学会 役員選挙告⽰ 
 

⼀般社団法⼈⽇本難病看護学会定款第23条、第26条および理事・監事の選出に関する規程に基づき、下記のとお
り、理事・監事の選挙を実施します。 
１． 選挙⼈および被選挙⼈ 
１）代議員が選挙⼈および被選挙⼈となる。 

２． 選挙の実施および⽅法  
１）選挙は郵送による無記名投票によって⾏う。代議員の中から投票⽤紙に理事10名、監事2名を連記する。 

 ２) 異議申し⽴て期間：2025年1⽉24⽇（⾦）〜2⽉3⽇（⽉） 
３）投 票 期 間：2025年2⽉10⽇（⽉）〜2⽉27⽇（⽊）必着  
４）開  票：2025年3⽉3⽇（⽉） 
５）開票場所 〒156-8506 東京都世⽥⾕区上北沢2-1-6 
  東京都医学総合研究所内 ⽇本難病看護学会選挙管理委員会 
６）通知：2025年3⽉4⽇（⽕） 
７）理事・監事受諾回答締め切り：2025年3⽉17⽇（⽉） 
８）理事・監事名簿作成・確定：2025年3⽉24⽇（⽉） 

３． 当選⼈の決定 
１）有効投票を多数得た者から順に当選とする。 
２）次の投票は無効とする。 

（１）指定の投票⽤紙および封筒を⽤いていないもの 
（２）上記の投票期間に投票しなかったもの 
（３）その他選挙管理委員会が無効と認めたもの 

３）同数の有効投票数を得た者については会員歴の⻑い順とし、会員歴が同等の場合は⽣年⽉⽇が早い者とする。 
４）当選⼈が確定したときは、選挙管理委員会は当選⼈にその旨を通知する。 

４． 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとす
る。幹事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで
とする。 

５．その他疑義が⽣じた場合は、その都度選挙管理委員会において決定する。 
以上 

【問い合わせ先】  
⼀般社団法⼈ ⽇本難病看護学会選挙管理委員会 

委員⻑ 宇⽥優⼦（新潟医療福祉⼤学）  
委 員  菊地ひろみ（札幌市⽴⼤学）、中井三智⼦（鈴⿅医療科学⼤学） 
〒156-8506 東京都世⽥⾕区上北沢 2-1-6   
東京都医学総合研究所 難病ケア看護研究室内  

           TEL：03-6834-2290   E-mail：office@nambyokango.jp 


